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第8章 大規模広域災害の発生に備えた準備について 

大規模な広域災害が発生した場合についても想定し、大規模な広域災害において災

害ケースマネジメントを実施するために必要な管内の市町村間や都道府県間の連携

体制の構築、人員の応援派遣等について準備しておくことが重要である。 



8.1 管内の市町村間の連携体制や近隣の都道府県との連携体制の構築 
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8.1 管内の市町村間の連携体制や近隣の都道府県との連携体制の構築 

 特定の都道府県において、大規模な災害が発生した場合には、当該地域における

人員の不足が想定されるため、管内の市町村間や近隣の都道府県との連携体制を

構築し、応援等を実施できる環境を整備することが重要である。 

 例えば、市町村相互応援協定を活用し、災害ケースマネジメントの実施に必要な

人員の確保を検討することが想定される。 

 また、近隣の都道府県との連携として、被災市町村の被害認定調査業務や罹災証

明書交付業務を他県職員が支援するといった取組が行われているところである

が、災害ケースマネジメントの実施にあたってもこのような連携体制が構築され

ることが望ましい。 
 



8.2 遠隔地からの応援体制の整備 
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8.2 遠隔地からの応援体制の整備 

 さらなる大規模災害を想定した場合は、同時に被災することがない遠隔地の都道

府県との連携体制の構築が効果的である。 

 例えば、鳥取県と徳島県は、「鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定」

を締結しており、相互に広域避難を実施する際の避難者支援策について事前に検

討を進めることとされている。 

 このような取組を参考に、災害ケースマネジメントの実施についても都道府県間

で連携する取組を検討することが重要である。 

 特に、これまで災害ケースマネジメントに取り組んだ経験のある市町村は、その

実施にあたってのノウハウを有しているため、そのノウハウを活かし、他の都道

府県で災害が発生した場合には、積極的に協力し、支援を実施することが期待さ

れる。 



8.2 遠隔地からの応援体制の整備 
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コラム17: 県外避難者への災害ケースマネジメントの実施例 

 愛知県被災者支援センターは、東日本大震災の広域避難者の受け入れに当た

り、平成 23 年６月から愛知県が設置、認定 NPO 法人レスキューストックヤ

ード等の NPO が委託を受け、官民連携の下、災害ケースマネジメントを実施

し、被災者の自立・生活再建の支援を行ってきた。 

 愛知県被災者支援センターでは、パーソナルサポート支援チーム会議（PS 会

議。PS 会議の具体的な取組についてはコラム２ p.24 参照。）を開催し、支援

センターと弁護士、司法書士、臨床心理士、医療関係者、多文化ソーシャルワ

ーカー、コープあいち、研究者等の主体を中心に、様々な支援主体が関わって

おり、それぞれの主体が自らの強みを活かし参画することで、法的支援、心の

支援、多文化支援、医療・健康支援、行政相談等といった多様な支援を実施で

きる体制を整備している。 

 愛知県被災者支援センターでは、飛島村やコープあいち等の協力による米の全

戸配布（年２回）および、保健師や臨床心理士等が同行する全戸個別訪問によ

り、避難者一人ひとりとの信頼関係を構築しながら生活実態を確認。高齢独居、

母子避難、ひとり親、障がい、多文化ルーツ、生活困窮など、個々が抱える課

題を把握した情報をもとに、緊急性のある課題を抱え、行政・専門家などとの

連携支援が必要な要支援世帯に対しての個別支援を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パーソナルサポート支援チーム会議の様子】 【個別支援のための研修会の様子】 

【全戸訪問のための専門家等事前オリエンテーションの様子】 



8. 2 遠隔地からの応援体制の整備 
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コラム17: 県外避難者への災害ケースマネジメントの実施例 

＜事例＞ 

 避難先で家族と疎遠になり、借家でアルコール依存症に陥った高齢独居女性の

事例では、衰弱している状況を見守り訪問ボランティアが発見。支援センター

職員（コミュニティソーシャルワーカー）が保健師と訪問し、緊急入院の支援

を実施。急性期を脱したところで、本人や家族、市福祉事務所、医療ソーシャ

ルワーカー、支援センターが今後の生活の場について検討。高齢者施設への入

所を本人が希望し、転居の際には市社会福祉協議会職員も引っ越しを手伝っ

た。 

 原発事故帰還困難区域から夫婦で避難し、夫の死後、生活困窮に陥った高齢女

性の事例では、「お金を貸して欲しい」と連絡が入るようになり、行政と実態確

認をして生活保護受給につなげた。その後も「お金がない」と訴えることが続

いたため、住民票のある避難元行政にも連絡しつつ、市福祉課と地域包括支援

センターを交えて検討。認知力低下の影響で金銭管理に支障がでていること、

買い物や通院等にも問題が見受けられるため、地域で高齢者介護予防活動をし

ている NPO の協力も得て、地域の見守りの目を増やして対応している。 

 愛知県被災者支援センターの特色として多文化支援が挙げられる。愛知県は、

三大都市圏の名古屋市を有し、外国人人口が全国で２番目に多いことからも、

①愛知県に親族や知人がいた、②就労の機会を理由に、海外出身者とその家族

が 30 世帯ほど避難した。避難後数年間は音信不通で安否確認できなかったフ

ィリピンルーツ世帯の事例では、多文化支援 NPO の協力を得て、母語であるタ

ガログ語の通訳と同行訪問し、日本語が殆ど理解できないこと、妻が大病を患

っている等の課題を把握。以降、毎年行政や通訳と個別訪問を行い、行政サー

ビスや地域の市民活動団体等の支援を紹介した。地域の多文化支援団体ともつ

ながり、日常の見守り体制が強化された。多文化ソーシャルワーカーから多文

化に理解のある医療ソーシャルワーカーの紹介を受け、本人に寄り添った通院

支援も受けられるようになった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交流相談会での行政による住宅相談の様子】 【交流相談会での在宅保健師による相談の様子】 
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8.3 民間団体との連携 

 大規模広域災害の場合には、被災した都道府県管外を拠点とする士業団体や NPO

等の民間団体から支援を受けることも想定される。平時から大規模災害時の全国

の民間団体からの受援を想定し、情報共有等の連携方法を検討しておくことが望

ましい。 

 一部の都道府県においては、災害時に NPO 等の多様な民間団体の活動の調整を

行う災害中間支援組織が活動している。他地域の NPO 等からの支援を受ける場

合には、地域内の NPO 等の調整を行っている災害中間支援組織との連携を検討

することも考えられる。 

 
 

コラム18: 災害中間支援組織との連携 

 令和４年 12 月末時点で、19 の都道府県域において、災害中間支援組織が活動

している。 

 例えば、佐賀県の佐賀災害支援プラットフォーム（SPF）は、令和３年８月豪

雨の際に、コロナ禍の中での被災であったことから、県内外の支援団体に活動

のガイドラインを示し、ガイドラインに沿って支援団体の面談を実施。活動期

間やエリア、専門分野等を把握し、定期報告を受ける仕組みを設けることで、

住民と支援者の双方が安心して依頼、支援活動を行うことができる体制を構築

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 




